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２０２5年 1２月 

 

企業法とコンプライアンス 改訂内容のご案内 

本書は、２０２５年６月１日時点で施行されている法令に基づき、『企業法とコンプライアンス（第３版第２刷発行日：２０２３年
２月３日）』の記載内容のうち、変更になった箇所があります。詳しくは、以下の＜改訂内容対応表＞にまとめましたので、第２
刷をご利用のお客様におかれましては、内容を読み替えてご参照ください。 

 

＜改訂内容対応表＞ 

該当箇所 改訂前（下線部分） 改訂後（下線部分） 

第１章 

ｐ．４３ 

１４行目 

そして、この禁止規定に違反した者について定め

た罰則が89条1項1号で、「第3条の規定に違反し

て私的独占又は不当な取引制限をした者は、5年

以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。」

とされている。 

そして、この禁止規定に違反した者について定め

た罰則が89条1項1号で、「第3条の規定に違反し

て私的独占又は不当な取引制限をした者は、5年

以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処す

る。」とされている。 

第１章 

ｐ．６５ 

１９行目 

見せ金・預け合いを防止するために、会社法上の

刑事処罰規定として預け合いを犯罪と規定し、懲

役5年以下または500万円以下の罰金という比較的

重い刑罰が科される（965条）。 

見せ金・預け合いを防止するために、会社法上の

刑事処罰規定として預け合いを犯罪と規定し、拘

禁刑5年以下または500万円以下の罰金という比較

的重い刑罰が科される（965条）。 

第２章 

ｐ．１１８ 

２６行目 

さらに、平成22年1月に施行された改正法により、

排除型の私的独占（7条の2第4項）、不公正な取引

行為の一部（共同の取引拒絶、差別対価、不当廉

売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用。20条

の2〜20条の6）も課徴金の対象となった。 

さらに、平成22年1月に施行された改正法により、

排除型の私的独占（7条の9第2項）、不公正な取引

行為の一部（共同の取引拒絶、差別対価、不当廉

売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用。20条

の2〜20条の6）も課徴金の対象となった。 

第２章 

ｐ．１１９ 

８行目 

また、「違反行為を早期にやめた場合」「繰返し違 

反行為を行った場合」、「主導的な役割を果たした

事業者」には、一定割合の増減がなされることと

なっている（以上、7条の2第1項～6項参照）。 

また、「違反行為を早期にやめた場合」「繰返し違 

反行為を行った場合」、「主導的な役割を果たした

事業者」には、一定割合の増減がなされることと

なっている（以上、7条の4、7条の5参照）。 

第２章 

ｐ．１２０ 

２行目 

さらに、調査開始前の4社目、5社目、調査開始後

の全ての情報提供者は、まだ公取委が把握してい

ない事実を提供しなければならない（以上、7条の2

第10項以下）。 

さらに、調査開始前の4社目、5社目、調査開始後

の全ての情報提供者は、まだ公取委が把握してい

ない事実を提供しなければならない（以上、7条の4

第1項以下）。 

第２章 

ｐ．１２１ 

８行目 

同規定は、違反行為をした自然人たる行為者を罰

するほか（89条違反の場合、法定刑は5年以下の

懲役または500万円以下の罰金）、当該法人の代

表者の選任監督上の過失責任（代表者が行為者

の場合は代表者自身の行為責任）を根拠として法

人を処罰するものとされており、「法人の行為」自体

が直接刑事罰の対象とされるのではない。 

同規定は、違反行為をした自然人たる行為者を罰

するほか（89条違反の場合、法定刑は5年以下の

拘禁刑または500万円以下の罰金）、当該法人の

代表者の選任監督上の過失責任（代表者が行為

者の場合は代表者自身の行為責任）を根拠として

法人を処罰するものとされており、「法人の行為」自

体が直接刑事罰の対象とされるのではない。 

第２章 

ｐ．１２９ 

１９行目 

私募とは、有価証券の取得勧誘のうち、第1項有価

証券（ただし、株券や新株予約権等については上

場していないことが条件となる（金商法施行令1条

の7第1項第1号））については、適格機関投資家 

のみまたは50人未満の少人数（6カ月を通算し、適

格機関投資家の数は除く（金商法施行令1条の

6））を対象として勧誘する場合（2条3項1号および2

号）を、第2項有価証券については、500人未満が

その有価証券を取得する場合（2条3項3号）を指

す。 

私募とは、有価証券の取得勧誘のうち、第1項有価

証券（ただし、株券や新株予約権等については上

場していないことが条件となる（金商法施行令1条

の7第1項第1号））については、適格機関投資家 

のみまたは50人未満の少人数（3カ月を通算し、適

格機関投資家の数は除く（金商法施行令1条の

6））を対象として勧誘する場合（2条3項1号および2

号）を、第2項有価証券については、500人未満が

その有価証券を取得する場合（2条3項3号）を指

す。 
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該当箇所 改訂前（下線部分） 改訂後（下線部分） 

第２章 

ｐ．１５４ 

１６行目 

これに対しては、10年以下の懲役もしくは1000万

円以下の罰金が科される（または併科される）もの

（有価証券届出書、発行登録書、有価証券報告

書、公開買付開始公告、公開買付開始届出書等）

（197条1項1号～4号）と、5年以下の懲役もしくは

500万円以下の罰金が科される（または併科され

る）もの（内部統制報告書、四半期報告書、半期報

告書、臨時報告書、大量保有報告書等）（197条の

2第6号等）とがある。 

これに対しては、10年以下の拘禁刑もしくは1000

万円以下の罰金が科される（または併科される）も

の（有価証券届出書、発行登録書、有価証券報告

書、公開買付開始公告、公開買付開始届出書等）

（197条1項1号～4号）と、5年以下の拘禁刑もしくは

500万円以下の罰金が科される（または併科され

る）もの（内部統制報告書、四半期報告書、半期報

告書、臨時報告書、大量保有報告書等）（197条の

2第6号等）とがある。 

第２章 

ｐ．１５４ 

２６行目 

例えば、有価証券届出書の受理なしに行う募集ま

たは売出しや有価証券報告書等の不提出に対し

ては、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金

が科される（または併科される）（197条の2第1号、3

号～5号等）。 

例えば、有価証券届出書の受理なしに行う募集ま

たは売出しや有価証券報告書等の不提出に対し

ては、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰

金が科される（または併科される）（197条の2第1

号、3号～5号等）。 

第２章 

ｐ．１５５ 

６行目 

例えば、無登録営業の禁止、名板貸しの禁止、損

失補てん等の禁止等に違反した場合には、3年以

下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科される

（または併科される）（198条1号、3号、198条の3）。 

例えば、無登録営業の禁止、名板貸しの禁止、損

失補てん等の禁止等に違反した場合には、3年以

下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金が科され

る（または併科される）（198条1号、3号、198条の

3）。 

第２章 

ｐ．１５５ 

１４行目 

不正取引行為の禁止の包括規定、風説の流布等

の禁止、相場操縦の禁止に違反した場合は、10年

以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科され

る（または併科される）（197条1項5号）。 

不正取引行為の禁止の包括規定、風説の流布等

の禁止、相場操縦の禁止に違反した場合は、10年

以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金が科さ

れる（または併科される）（197条1項5号）。 

第２章 

ｐ．１５５ 

１６行目 

財産上の利益を得る目的で、変動後の相場により

有価証券取引を行った場合には、刑罰が加重され

る（197条2項により、10年以下の懲役および3000

万円以下の罰金）。 

財産上の利益を得る目的で、変動後の相場により

有価証券取引を行った場合には、刑罰が加重され

る（197条2項により、10年以下の拘禁刑および

3000万円以下の罰金）。 

第２章 

ｐ．１５５ 

１９行目 

また、インサイダー取引禁止に違反した場合には、

5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科さ

れる（または併科される）（197条の2第13号）。 

また、インサイダー取引禁止に違反した場合には、

5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金が

科される（または併科される）（197条の2第13号）。 

第２章 

ｐ．１６７ 

４行目 

不用意に侵害を追及すると、不法行為として逆に

損害賠償請求されるおそれがある（不正競争防止

法2条1項14号） 

不用意に侵害を追及すると、不法行為として逆に

損害賠償請求されるおそれがある（不正競争防止

法2条1項20号） 

第２章 

ｐ．１６９ 

２７行目 

また、通常実施権の登録事項の開示が制限され

（186条3項）、実施契約を秘密にしておきたいとい

う企業のニーズに沿うものとなった。 

削除 

第２章 

ｐ．１７８ 

２２行目 

より具体的には、不正の目的をもって行う混同惹起

行為、誤認惹起行為（同法21条2項1号）、商品ま

たは役務の品質、内容等について誤認を生じさせ

るような虚偽表示行為（同法21条2項5号）、営業秘

密を不正に取得し、不正の利益を得る目的または

図利加害目的で使用または開示する行為等の営

業秘密侵害罪（同法21条1項）、などである。 

より具体的には、不正の目的をもって行う混同惹起

行為、誤認惹起行為（同法21条3項1号）、商品ま

たは役務の品質、内容等について誤認を生じさせ

るような虚偽表示行為（同法21条3項5号）、営業秘

密を不正に取得し、不正の利益を得る目的または

図利加害目的で使用または開示する行為等の営

業秘密侵害罪（同法21条1項）、などである。 

第２章 

ｐ．２２２ 

６行目 

これは、労基法上は補償の対象ではないが、労災

保険法により労働者の「通勤による」負傷・疾病・障

害・死亡までをカバーするものである（同法7条1項

2号）。 

これは、労基法上は補償の対象ではないが、労災

保険法により労働者の「通勤による」負傷・疾病・障

害・死亡までをカバーするものである（同法7条1項

3号）。 
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該当箇所 改訂前（下線部分） 改訂後（下線部分） 

第３章 

ｐ．２８１ 

９行目 

第4章以下において、民間事業者の義務を定める

一方、個人情報保護委員会にはそれらの義務が 

守られているかどうかを確認するために、民間事業

者に報告を求めたり、助言、勧告および命令を出

す権限が付与されている（40、41、42条）。 

第4章以下において、民間事業者の義務を定める

一方、個人情報保護委員会にはそれらの義務が 

守られているかどうかを確認するために、民間事業

者に報告を求めたり、助言、勧告および命令を出

す権限が付与されている（146、147、148条）。 

第３章 

ｐ．２８１ 

１８行目 

もっとも、28条〜30条に基づく個人情報の開示、訂

正等、利用停止等の請求に関しては、本人に民事

上の請求権が付与されており、行政法規の中にも

部分的に民事法が混ざっているということができる

（改正前は、それらが請求権であるか否かについ

て争いがあったため、改正法によって民事上の請

求権であることが明確にされたものである）。 

もっとも、33条〜35条に基づく個人情報の開示、訂

正等、利用停止等の請求に関しては、本人に民事

上の請求権が付与されており、行政法規の中にも

部分的に民事法が混ざっているということができる

（改正前は、それらが請求権であるか否かについ

て争いがあったため、改正法によって民事上の請

求権であることが明確にされたものである）。 

第３章 

ｐ．２８２ 

１０行目 

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で

あって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電 

磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式をい

う。次項第二号において同じ）で作られる記録をい 

う。第十八条第二項において同じ）に記載され、若

しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を

用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く）

をいう。以下同じ）により特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と容易に照合することがで

き、それにより特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む。）をいう（2条1号）。 

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で

あって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電 

磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式をい

う。次項第二号において同じ）で作られる記録をい 

う。以下同じ）に記載され、若しくは記録され、又は

音声、動作その他の方法を用いて表された一切の

事項（個人識別符号を除く）をいう。以下同じ）によ

り特定の個人を識別することができるもの（他の情

報と容易に照合することができ、それにより特定の

個人を識別することができることとなるものを含

む。）をいう（2条1号）。 

第３章 

ｐ．２８２ 

２７行目 

また、「要配慮個人情報」という定義を新設し（2条3

項）、差別や偏見などの問題が生じやすい、病歴、

人種といったセンシティブな情報については、本人

の同意を得て取得することを原則義務化し（17条2

項）、本人同意を得ない第三者提供の特例（オプト

アウト）を禁止する（23条2項）など、保護のレベルを

引き上げた。 

また、「要配慮個人情報」という定義を新設し（2条3

項）、差別や偏見などの問題が生じやすい、病歴、

人種といったセンシティブな情報については、本人

の同意を得て取得することを原則義務化し（20条2

項）、本人同意を得ない第三者提供の特例（オプト

アウト）を禁止する（27条2項）など、保護のレベルを

引き上げた。 

第３章 

ｐ．２８３ 

５行目 

「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む

情報の集合物であって、次に掲げるものをいう（16

条4項）。 

「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む

情報の集合物であって、次に掲げるものをいう（16

条1項）。 

第３章 

ｐ．２８３ 

９行目 

②これに含まれる個人情報を、一定の規則に従っ

て整理することにより特定の個人情報を容易に検

索することができるように体系的に構成した情報の

集合物であって、目次、索引、その他検索を容易

にするためのものを有するもの（施行令3条2項）

（50音順などで容易に検索できるマニュアル情報） 

②これに含まれる個人情報を、一定の規則に従っ

て整理することにより特定の個人情報を容易に検

索することができるように体系的に構成した情報の

集合物であって、目次、索引、その他検索を容易

にするためのものを有するもの（施行令4条2項）

（50音順などで容易に検索できるマニュアル情報） 

第３章 

ｐ．２８３ 

２２行目 

「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データ

ベース等を事業の用に供している者をいう（法2条5

項）。 

「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データ

ベース等を事業の用に供している者をいう（法16条

2項）。 

第３章 

ｐ．２８３ 

２８行目 

表現の自由、学問の自由、信教の自由、政治活動

の自由という憲法上保障された自由に関わる活動

を妨げないため、報道機関の行う報道活動、著述

を業として行う者の行う著述活動、学術研究機関

の行う学術研究、宗教団体の行う宗教活動、政治

表現の自由、学問の自由、信教の自由、政治活動

の自由という憲法上保障された自由に関わる活動

を妨げないため、報道機関の行う報道活動、著述

を業として行う者の行う著述活動、宗教団体の行う

宗教活動、政治団体の行う政治活動は、個人情報
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該当箇所 改訂前（下線部分） 改訂後（下線部分） 

団体の行う政治活動は、個人情報取扱事業者に

該当しても、個人情報取扱事業者の義務の規定は

適用されない（76条）。 

取扱事業者に該当しても、個人情報取扱事業者

の義務の規定は適用されない（57条）。 

第３章 

ｐ．２８４ 

１０行目 

ただし、以下のもの又は6カ月以内に消去すること

となるものは除かれる（法2条7項、施行令4条・5

条）。 

ただし、以下のものは除かれる（法16条4項、施行

令5条）。 

第３章 

ｐ．２８４ 

２８行目 

「匿名加工情報」とは、個人情報の一部ないし全部

を削除または置き換えるなどの措置を講じて、特定

の個人を識別することができないように加工して得

られる個人に関する情報であって、当該個人情報

を復元することができないようにしたものをいう（2条

9項）。 

「匿名加工情報」とは、個人情報の一部ないし全部

を削除または置き換えるなどの措置を講じて、特定

の個人を識別することができないように加工して得

られる個人に関する情報であって、当該個人情報

を復元することができないようにしたものをいう（2条

6項）。 

第３章 

ｐ．２８５ 

６行目 

しかし近時、鉄道事業者や通信事業者などにおい

て、この匿名加工情報の利用法が大きく問題とな

り、混乱が生じたことなどから、改正法において「匿

名加工情報」を定義付けし、加工方法や取扱い等

の規定が整備された（36条〜39条）。 

しかし近時、鉄道事業者や通信事業者などにおい

て、この匿名加工情報の利用法が大きく問題とな

り、混乱が生じたことなどから、改正法において「匿

名加工情報」を定義付けし、加工方法や取扱い等

の規定が整備された（43条〜46条）。 

第３章 

ｐ．２８５ 

１１行目 

１）利用目的の特定（15条） １）利用目的の特定（17条） 

第３章 

ｐ．２８５ 

１８行目 

２）利用目的の通知・公表（18条） ２）利用目的の通知・公表（21条） 

第３章 

ｐ．２８６ 

４行目 

３）適正な取得（17条） ３）適正な取得（20条） 

第３章 

ｐ．２８６ 

１１行目 

４）利用目的による制限（16条） ４）利用目的による制限（18条） 

第３章 

ｐ．２８６ 

１４行目 

本法では、（中略）④国または地方公共団体等の

事務に協力する必要がある場合であって、本人の

同意を得ることにより事務遂行に支障を及ぼすお

それがあるときには、個人情報の有用性が優先さ

れ、本人の同意がないままでの目的外利用が許容

される。 

本法では、（中略）④国または地方公共団体等の

事務に協力する必要がある場合であって、本人の

同意を得ることにより事務遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき、⑤当該個人情報取扱事業者が学

術研究機関等である場合であって、当該個人情報

を学術研究の用に供する目的で取り扱う必要があ

るとき、⑥学術研究機関等に個人データを提供す

る場合であって、当該学術研究機関等が当該個

人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき

には、個人情報の有用性が優先され、本人の同意

がないままでの目的外利用が許容される。 

第３章 

ｐ．２８６ 

２２行目 

なお、改正法では利用目的の変更制限規定が緩

和され、取得後の事情の変更により目的外利用と

なってしまっていたようなケースでも、利用目的と関

連性を有すると合理的に認められた範囲で目的の

変更が認められ、条文上、情報の利活用がし易く

なっていることは注意が必要である（15条2項）。 

なお、改正法では利用目的の変更制限規定が緩

和され、取得後の事情の変更により目的外利用と

なってしまっていたようなケースでも、利用目的と関

連性を有すると合理的に認められた範囲で目的の

変更が認められ、条文上、情報の利活用がし易く

なっていることは注意が必要である（17条2項）。 
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第３章 

ｐ．２８７ 

２行目 

１）正確性の確保（19条） １）正確性の確保（22条） 

第３章 

ｐ．２８７ 

７行目 

２）安全管理措置（20条） ２）安全管理措置（23条） 

第３章 

ｐ．２８７ 

２２行目 

３）従業者・委託先の監督（21条、22条） ３）従業者・委託先の監督（24条、25条） 

第３章 

ｐ．２８８ 

１行目 

４）第三者提供の制限（23条） ４）第三者提供の制限（27条） 

第３章 

ｐ．２８８ 

１４行目 

もっとも、ii）からiv）までの類型においては、本人の

同意を得ることが困難であったり、本人の同意を得

ることに支障がある場合でなければならないとされ

ている（23条1項2号～4号）ため、その場面におけ

る具体的事実関係を詳細に検討し、真に本人の同

意を得ることが困難であったり、本人の同意を得る

ことに支障があるか否かを慎重に判断する必要が

ある。 

もっとも、ii）からiv）までの類型においては、本人の

同意を得ることが困難であったり、本人の同意を得

ることに支障がある場合でなければならないとされ

ている（27条1項2号～4号）ため、その場面におけ

る具体的事実関係を詳細に検討し、真に本人の同

意を得ることが困難であったり、本人の同意を得る

ことに支障があるか否かを慎重に判断する必要が

ある。 

第３章 

ｐ．２８８ 

２８行目 

個人情報取扱事業者が、以下の4項目をあらかじ

め本人に通知し、または本人が容易に知り得る状

態に置いているとともに、個人情報保護委員会に

届け出た場合には、第三者提供についての本人

の同意が不要とされている。 

個人情報取扱事業者が、以下の8項目をあらかじ

め本人に通知し、または本人が容易に知り得る状

態に置いているとともに、個人情報保護委員会に

届け出た場合には、第三者提供についての本人

の同意が不要とされている。 

第３章 

ｐ．２８９ 

８行目 

ⅰ)第三者提供を利用目的とすること 

ⅱ)提供される個人データの項目 

ⅲ)提供の手段・方法 

ⅳ)本人の求めに応じて提供停止すること 

ⅰ）提供者の氏名又は名称及び住所、代表者等 

ⅱ）第三者提供を利用目的とすること 

ⅲ）提供される個人データの項目 

ⅳ）提供される個人データの取得方法 

ⅴ）提供の手段・方法 

ⅵ）本人の求めに応じて提供停止すること 

ⅶ）本人の求めを受け付ける方法 

ⅷ）その他個人情報保護委員会規則で定める事

項 

第３章 

ｐ．２８９ 

１９行目 

また、第三者提供にそもそも生じている問題とし

て、名簿屋の利用など、不適切な個人情報の入手

経路が問題となっていたことから、情報受領者、提

供者はそれぞれの氏名やデータ取得経緯等を確

認し、記録を作成して一定期間保存するなど、ト

レーサビリティの確保が図られた（25条）。 

また、第三者提供にそもそも生じている問題とし

て、名簿屋の利用など、不適切な個人情報の入手

経路が問題となっていたことから、情報受領者、提

供者はそれぞれの氏名やデータ取得経緯等を確

認し、記録を作成して一定期間保存するなど、ト

レーサビリティの確保が図られた（29条）。 

第３章 

ｐ．２９０ 

１９行目 

例えば、金融機関が顧客に対する融資の内容を

信用情報機関に提供することやそのような信用情

報機関が加盟金融機関に対して個人信用情報を

提供することは、このような共同利用の表示がなさ

れている限り、第三者提供に該当しないから、第三

者提供としての本人同意は不要である（ただし、情

報を受領した側は個人情報の取得であるから、18

条1項に基づき、利用目的を本人に通知し、または

公表しなければならない）。 

例えば、金融機関が顧客に対する融資の内容を

信用情報機関に提供することやそのような信用情

報機関が加盟金融機関に対して個人信用情報を

提供することは、このような共同利用の表示がなさ

れている限り、第三者提供に該当しないから、第三

者提供としての本人同意は不要である（ただし、情

報を受領した側は個人情報の取得であるから、21

条1項に基づき、利用目的を本人に通知し、または

公表しなければならない）。 
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第３章 

ｐ．２９１ 

２行目 

１）利用目的の通知（27条1項） １）利用目的の通知（32条1項） 

第３章 

ｐ．２９１ 

１１行目 

２）開示（28条） ２）開示（33条） 

第３章 

ｐ．２９１ 

２１行目 

３）訂正等（29条） ３）訂正等（34条） 

第３章 

ｐ．２９１ 

２７行目 

４）利用停止等（30条） ４）利用停止等（35条） 

第３章 

ｐ．２９２ 

４行目 

本人からの求めに対し、利用停止等を行ったか、

行わないかについて本人に通知しなければならな

い（5項）。 

本人からの求めに対し、利用停止等を行ったか、

行わないかについて本人に通知しなければならな

い（7項）。 

第３章 

ｐ．２９２ 

６行目 

2）〜4）の本人による開示、訂正等、利用停止等の

請求については、改正法によって裁判上の請求が

可能であることが明確化されたが、原則として、あ

らかじめ被告となるべき者に対して請求を行い、請

求が到達した日から2週間を経過しなければ、提訴

することはできない（34条）。 

2）〜4）の本人による開示、訂正等、利用停止等の

請求については、改正法によって裁判上の請求が

可能であることが明確化されたが、原則として、あ

らかじめ被告となるべき者に対して請求を行い、請

求が到達した日から2週間を経過しなければ、提訴

することはできない（39条）。 

第３章 

ｐ．２９３ 

１７行目 

労働者が、不正の目的でなく、勤務先事業者（労

務提供先）または労務提供先の事業に従事する場

合におけるその役員、従業員等について、通報対

象事実が生じ、またはまさに生じようとしている旨

を、①労務提供先等、②所管省庁もしくは警察

等、③被害の拡大防止等のために必要と認められ

る第三者に通報した場合に、一定の状況の下にな

された通報は正当なものとされ、雇用主からの解

雇は無効とされ、または不利益取扱いが禁止され

る（2条）。 

労働者が、不正の目的でなく、勤務先事業者（労

務提供先）または労務提供先の事業に従事する場

合におけるその役員、従業員等について、通報対

象事実が生じ、またはまさに生じようとしている旨

を、①労務提供先等、②所管省庁もしくは警察

等、③被害の拡大防止等のために必要と認められ

る第三者に通報した場合に、一定の状況の下にな

された通報は正当なものとされ、雇用主からの解

雇は無効とされ、または不利益取扱いが禁止され

る（3条）。 

第３章 

ｐ．２９４ 

４行目 

公益通報を受けた事業者は、是正措置を講じたと

きはその旨を、通報された事実がないときはその旨

を、遅滞なく、公益通報者に通知するよう努めなけ

ればならない（9条）。 

つまり、従業員や取引先から通報を受けた企業

は、速やかに事実関係を調査し、調査結果に基づ

いて是正措置を講じる必要がある。その上で、通

報者に対しては、「是正措置を講じました」とか、

「指摘されたような違法行為はありませんでした」と

通知するよう求められているのである。 

公益通報を受けた事業者は、通報対象事実の調

査及び是正に必要な措置をとる従事者を定めると

ともに、適切に対応するための体制整備や必要な

措置をとらなければならない。常時使用する労働

者が300人以下の事業者は、これらについて努力

義務とされる（11条）。 

第３章 

ｐ．２９４ 

１２行目 

通報が監督官庁等の行政機関に対してなされたと

きは、通報を受けた行政機関は必要な調査を行

い、法令違反の事実があると認めるときは、法令に

基づく措置その他適当な措置をとらなければなら

ない（10条）。 

通報が監督官庁等の行政機関に対してなされたと

きは、通報を受けた行政機関は必要な調査を行

い、法令違反の事実があると認めるときは、法令に

基づく措置その他適当な措置をとらなければなら

ない（13条）。 
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第３章 

ｐ．２９７ 

２８行目 

従業員等から内部通報がなされた企業は、通報後

に調査を行った上で是正措置や再発防止策をとる

ことは求められている（3条3号イ〜ホ、9条）にして

も、少なくとも公益通報者保護法上は、どんなに重

大な犯罪であったとしても内部通報で知らされた

内容や調査して得た情報を顧客や株主に公表す

る義務を負わない。 

従業員等から内部通報がなされた企業は、通報後

に調査を行った上で是正措置や再発防止策をとる

ことは求められている（3条3号イ〜ヘ、11条）にして

も、少なくとも公益通報者保護法上は、どんなに重

大な犯罪であったとしても内部通報で知らされた

内容や調査して得た情報を顧客や株主に公表す

る義務を負わない。 

 

以上 


